
一般競争入札の公告  

  

 令和６年度自治会あて文書配達業務に係る委託契約の締結について、次のとおり一般競

争入札 を行うので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第１６７条の６の規定に

より公告する。  

 

  令和５年１２月１日  

  

長浜市長 浅見 宣義   

 

１ 一般競争入札に付する委託業務の概要 

（１）委託業務番号 令和５年度 長市活第５２１号 

（２）委託業務名称 令和６年度自治会あて文書配達業務 

（３）委託業務場所 長浜市全域 

（４）委託業務内容 別紙仕様書のとおり 

（５）履 行 期 間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

２ 入札方式等 

条件付事前審査型一般競争入札【郵便入札】とする。 

 

３ 入札参加資格要件 

  入札参加者は、次に掲げる（１）から（６）までの全ての要件を満たす単独企業であ

ること。 

（１）令和５年度長浜市競争入札参加有資格者名簿（委託）（以下「有資格者名簿」という。）  

に登録されている者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第１６７条の４第１項の規定に該当し 

ない者であること。 

（３）長浜市入札参加停止基準要綱（平成 24年長浜市告示第 213号）に基づく入札参加停

止措置期間中でないこと。 

（４）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立てをしている 

  （更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11年法律第 225

号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている

者を除く。）でないこと。 

（５）貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83号）に規定する貨物自動車運送事業の許 

可を有すること。 

（６）配送物を３日程度保管するため市内に倉庫等（床面積 50 ㎡以上）を用意できるこ

と。 

 

４ 入札参加資格の確認 

（１）入札参加希望者は、３に掲げる入札参加資格を有することを証するため、入札参加



資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び入札参加資格確認資料（以下「資料」

という。）を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 

   なお、受付期間中に申請書及び資料を提出しない者及び入札参加資格がないと認め

られた者は、この入札に参加することができない。 

（２）申請書及び資料の提出は、別に定める様式により行うものとし、正本一部を提出す

ること。 

（３）入札の参加に必要な書類の配布 

  ア 配布場所 長浜市ホームページ 

    https://www.city.nagahama.lg.jp/category/4-10-12-0-0.html 

  イ 配布方法 長浜市ホームページからダウンロードすること。 

（４）申請書及び資料の受付 

  ア 受付期間 令和５年１２月１日（金）から令和５年１２月１４日（木） 

    ただし、長浜市の休日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

  イ 受付場所 長浜市役所 市民協働部 市民活躍課 自治振興係 

ウ 提出方法 郵送又は持参（提出期限必着） 

（５）入札参加資格の確認結果通知 

   入札参加資格の確認結果は、令和５年１２月２１日（木）までにＦＡＸ又は電子メ

ールにより通知する。 

（６）申請書の様式等 

  ア 入札参加資格確認申請書（様式１） 

  イ その他指示された書類 

 

５ 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１）入札参加資格がないと認められた者は、市長に対して入札参加資格がないと認めた

理由について、書面（様式は自由）により説明を求めることができる。 

（２）書面の提出は次により行うこと。 

  ア 提出期限 令和５年１２月２６日（火）正午まで 

  イ 提出場所 長浜市役所 市民協働部 市民活躍課 自治振興係 

  ウ 提出方法 郵送又は持参（提出期限必着） 

（３）説明を求めた者に対する回答は、令和６年１月５日（金）までに書面により本人あ

てに郵送する。 

（４）（３）の回答を受けた者のうち、回答理由に不服がある者は、回答をした日から起算

して７日以内（ただし、長浜市の休日を除く。）に市長に対して苦情申し立てを行うこ

とができる。なお、審議については、長浜市入札監視委員会が行う。 

 

６ 仕様書等の閲覧及び配布方法等 

（１）仕様書等の閲覧 

 ア 閲覧期間 令和５年１２月１日（金）から令和６年１月１７日（水）（ただし、長浜

市の休日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

 イ 紙による閲覧 



   長浜市役所 市民協働部 市民活躍課 自治振興係 

   〒５２６－８５０１ 滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

   電話：０７４９－６５－８７１１（直通） 

 ウ 電子による閲覧 

   長浜市のホームページより閲覧可能 

   https://www.city.nagahama.lg.jp/category/4-10-12-0-0.html 

（２）仕様書等の配布 

   長浜市のホームページからダウンロードにより取得すること。 

   https://www.city.nagahama.lg.jp/category/4-10-12-0-0.html 

（３）仕様書等に対する質問受付 

   次の手順により行うこと。 

   質問受付期限 令和５年１２月５日（火） 正午 

  ①仕様書等に対する質問書（様式）を、下記へＦＡＸ又は電子メールにより送信する。 

   長浜市役所 市民協働部 市民活躍課課 自治振興係  

ＦＡＸ：０７４９－６５－６５７１（直通） 

   電子メールアドレス：katsuyaku@city.nagahama.lg.jp 

  ②ＦＡＸ又は電子メールを送信した旨、下記へ連絡する。 

   長浜市役所 市民協働部 市民活躍課 自治振興係  

電話：０７４９－６５－８７１１（直通） 

  ③質問に対する回答は、６(１)イに記載した仕様書等の閲覧場所及び長浜市ホーム 

   ページに掲示する。 

   長浜市ホームページ 

   https://www.city.nagahama.lg.jp/category/4-10-12-0-0.html 

   質問回答期限 令和５年１２月１１日（月） 

 

７ 現地説明 

  現地説明は行わない。 

 

８ 見積内訳書 

  見積内訳書は必要としない。 

 

９ 入札書到着期限 

  初度：令和６年１月１７日（水）午後５時００分（必着） 

  再度：令和６年１月２４日（水）午後５時００分（必着） 

 

１０ 入札書の提出 

（１）送付方法 「一般書留」又は「簡易書留」による郵送（持参による提出も可） 

（２）提出期限 初度入札：令和６年１月１７日(水) 午後５時００分 必着 

        再度入札：令和６年１月２４日(水) 午後５時００分 必着 

（３）送付先   〒５２６－８５０１ 



           滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

           長浜市役所 市民協働部 市民活躍課 自治振興係 宛 

（４）送付方法  別紙「入札書の送付方法」を確認のうえ内封筒及び外封筒を作成し、

内封筒に入札書（及び指示がある場合は内訳書）を封入して封

印し、その内封筒を外封筒に封入して上記（３）送付先まで郵

送すること。 

          ※持参による場合は、必ず執務時間内に担当課職員に手渡すこと。 

（５）その他 

  ①入札書は指定のものを使用すること。 

  ②入札使用印は、入札参加資格審査申請書の使用印鑑押印欄の印とする。 

  ③再度入札の場合、入札書到着期限までに入札書が到着しないものは、辞退したもの

とみなす。 

 

１１ 開札（入札）日時及び場所等 

（１）開札（入札）日時 初度：令和６年１月１８日（木） 午前９時３０分執行 

            再度：令和６年１月２５日（木） 午前９時３０分執行 

（２）開札（入札）場所 長浜市役所 市民協働部 市民活躍課執務室 

 

１２ 入札方法等 

（１）郵便による入札とする。（持参による提出も可） 

（２）契約書案、仕様書、長浜市契約規則（平成 18年長浜市規則第 37号）、長浜市入札執

行要綱（平成 18年長浜市告示第 10号）及び入札心得等を熟知のうえ、入札すること。 

（３）入札価格が予定価格に達しない場合、最大２回まで入札を執行することがある。 

（４）再度入札の場合、初度入札参加者に初度入札の最低入札額をＦＡＸで通知する。 

（５）再度入札の場合、最低入札額以上の価格で入札をした者は失格とする。 

（６）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか

免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

（７）入札の結果、同じ価格をもって入札した者があるときは、入札書に記載された任意

の数字を用いたくじにより落札者を決定する。 

 

１３ 予定価格 

   予定価格は公表しない。 

 

１４ 最低制限価格  

   最低制限価格は設けない。 

 

１５ 落札者の決定 



   入札書に記された金額（税抜）により決定する。 

 

１６ 入札結果 

   入札参加者にＦＡＸで送信する。 

 

１７ 無効入札 

（１）入札参加の資格のない者が提出した入札書 

（２）同一事項の入札に対し、２以上の意思表示をした入札書 

（３）談合その他不正の行為があったと認められる入札書 

（４）記載の金額、氏名又は名称、押印その他入札要件の記載が確認できない入札書 

（５）日付が記載されていていない又は入札（開札）日でない日付が記載された入札書 

（６）記載の金額を加除訂正した入札書 

（７）その他入札に関する条件に違反した入札書 

 

１８ 支払条件 

（１）前金払 

   前金払は行わない。 

（２）部分払 

   毎月ごとに支払うものとする。 

 

１９ 保証金及び違約金に関する事項 

（１）保証金 

   入札保証金及び契約保証金は免除する。 

（２）違約金 

   落札者が契約を締結しないときは、入札金額の１００分の５に相当する金額を違約

金として徴収する。 

 

２０ その他 

（１）この入札に係る入札者は、本入札の入札参加資格を認められた者（本店から支店等

に委任している場合は、当該支店等の受任者）とし、その入札使用印は、長浜市競争

入札参加有資格者名簿に登録されている者の入札参加資格審査申請書の使用印鑑押

印欄の印とする。 

（２）この入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22

年法律第 54号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

（３）提出書類等に虚偽の記載をしたときは、長浜市入札参加停止基準要綱に基づく入札

参加停止措置をとる。 

（４）公告日から契約の締結までの間に、３(入札参加資格要件)に掲げるいずれかの要件

を満たさなくなった者とは契約を締結しない。 

（５）落札者は落札決定の通知を受けたときは、速やかに契約書を契約担当者に提出する

こと。 



（６）問い合わせ先 

   長浜市 市民協働部 市民活躍課 自治振興係 

   〒５２６－８５０１ 長浜市八幡東町６３２番地 

   電話：０７４９－６５－８７１１（直通） ＦＡＸ：６５－６５７１（直通） 

   電子メールアドレス：katsuyaku@city.nagahama.lg.jp 


